
平
成
二
十
四
年
二
月
十
日
受
領

答

弁

第

三

八

号

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
三
八
号

平
成
二
十
四
年
二
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
二
月
七
日
の
「
北
方
領
土
の
日
」
に
お
け
る
返
還
要
求
大
会
に
対
す
る
政
府
の
関
与
等
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
二
月
七
日
の
「
北
方
領
土
の
日
」
に
お
け
る
返
還
要
求
大
会
に
対
す
る
政
府
の
関
与
等

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
北
方
領
土
の
日
」
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
の
衆
議
院
及
び
参
議
院
に
お
け
る
北
方
領
土
問
題

等
の
解
決
促
進
に
関
す
る
決
議
等
を
受
け
、
北
方
領
土
問
題
に
対
す
る
国
民
の
関
心
と
理
解
を
更
に
深
め
、
全
国
的
な
北
方

領
土
返
還
運
動
の
一
層
の
推
進
を
図
る
た
め
に
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
六
日
の
閣
議
了
解
に
よ
り
、
毎
年
二
月
七
日
を
期
日

と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

北
方
領
土
返
還
要
求
全
国
大
会
（
以
下
「
大
会
」
と
い
う
。
）
の
大
会
実
行
委
員
会
（
以
下
「
実
行
委
員
会
」
と
い
う
。
）

は
、
北
方
領
土
返
還
要
求
運
動
連
絡
協
議
会
の
構
成
団
体
、
全
国
知
事
会
、
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
、
全
国
市
長
会
、

全
国
市
議
会
議
長
会
、
全
国
町
村
会
及
び
全
国
町
村
議
会
議
長
会
並
び
に
内
閣
府
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

大
会
に
つ
い
て
は
、
政
府
か
ら
実
行
委
員
会
に
対
す
る
直
接
の
助
成
等
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
政
府
か
ら
運
営
費
交
付
金

一



の
交
付
を
受
け
て
い
る
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
（
以
下
「
北
対
協
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
実
行
委
員

会
に
対
す
る
助
成
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
北
対
協
に
よ
れ
ば
、
大
会
を
開
催
す
る
た
め
に
実
行
委
員
会
が
支
出
し

た
金
額
（
以
下
「
支
出
額
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
二
十
二
年
度
が
八
百
三
十
二
万
七
千
九
百
三
十
五
円
、
平
成
二
十
一
年

度
が
八
百
十
三
万
四
千
六
百
九
十
四
円
、
平
成
二
十
年
度
が
八
百
四
十
万
三
百
五
円
、
平
成
十
九
年
度
が
八
百
六
十
二
万
七

千
六
百
十
八
円
、
平
成
十
八
年
度
が
八
百
三
万
九
千
二
百
六
十
七
円
で
あ
り
、
北
対
協
が
実
行
委
員
会
に
助
成
し
た
金
額

（
以
下
「
助
成
額
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
二
十
二
年
度
が
七
百
六
十
四
万
七
千
九
百
三
十
五
円
、
平
成
二
十
一
年
度
が
七

百
四
十
五
万
四
千
六
百
九
十
四
円
、
平
成
二
十
年
度
が
七
百
七
十
一
万
三
百
五
円
、
平
成
十
九
年
度
が
七
百
八
十
万
円
、
平

成
十
八
年
度
が
七
百
三
十
三
万
九
千
二
百
六
十
七
円
、
平
成
十
七
年
度
が
七
百
三
十
八
万
四
百
三
十
九
円
、
平
成
十
六
年
度

が
七
百
八
十
万
円
、
平
成
十
五
年
度
が
七
百
八
十
万
円
、
平
成
十
四
年
度
が
八
百
万
円
、
平
成
十
三
年
度
が
千
二
十
五
万
五

千
九
百
二
十
三
円
で
あ
る
。
ま
た
、
支
出
額
に
占
め
る
助
成
額
の
割
合
は
、
平
成
二
十
二
年
度
が
約
九
十
一
・
八
パ
ー
セ
ン

ト
、
平
成
二
十
一
年
度
が
約
九
十
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
年
度
が
約
九
十
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
九
年
度

が
約
九
十
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
八
年
度
が
約
九
十
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
十
七
年
度
以
前
に
お
け
る
支
出
額
及
び
平
成
十
二
年
度
以
前
に
お
け
る
助
成
額
に
つ
い
て
は
、
北
対
協
に
お

二



い
て
確
認
で
き
る
文
書
の
保
存
期
間
が
経
過
し
て
お
り
、
保
存
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
及
び
十
に
つ
い
て

大
会
の
運
営
方
針
等
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
も
構
成
員
と
し
て
参
画
し
て
い
る
実
行
委
員
会
の
幹
事
会
に
お
い
て
、
適
切

な
手
続
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

六
か
ら
九
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
い
わ
ゆ
る
政
党
要
件
を
満
た
し
た
政
党
」
及
び
「
基
準
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
政
党
の
代
表
者
に
登
壇
及
び
挨
拶
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
っ
た
平
成
十
七
年
以
降
に
つ
い
て
言
え
ば
、
大
会
の
案

内
を
出
す
政
党
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
大
会
の
開
催
時
間
や
会
場
の
制
約
等
を
勘
案
し
て
、
毎
年
、
実
行
委
員
会
の
幹
事
会

に
お
い
て
決
定
さ
れ
て
お
り
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第

二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
政
党
に
案
内
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。三


